
甲
府
に
お
け
る
時
の
鐘
老

一

周
知
の
よ
う
に
古
来
わ
が
国
の
時
刻
制
度
は
、
太
陽
暦
が
採
用
さ
れ
る
ま
で

は
不
定
時
法
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
昼
の
時
間
と
夜
の
時
間
を
そ
れ
ぞ
れ
六
等
分

し
て
い
た
の
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

一
単
位
時
間
は
季
節
と
地
域
に
よ

っ
て

長
さ
を
異
に
し
て
い
た
。
わ
が
国
の
近
世
社
会
は
農
業
を
生
活
基
盤
と
し
た
農

業
社
会
で
、
そ
こ
で
は
農
民
に
と

っ
て
、
季
節
と

一
日
の
う
ち
で
も
日
の
出
か

ら
日
没
ま
で
自
然
の
リ
ズ
ム
に
従

っ
た
行
動
が
最
も
生
活
に
適
合
し
て
お
り
、

日
常
的
に
不
定
時
法
が
実
用
的
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に

一
般
的
に
は
農

業
と
農
民
生
活
を
営
む
上
で
、
時
刻
に
よ
る
規
律
は
さ
ほ
ど
必
要
で
は
な
か

っ

た
と
い
え
よ
う
。

「
慶
安
の
御
触
書
」

（慶
安
二
年

。
一
六
四
九
）
に
見
え
る

コ

、
朝
お
き
を
致
し
、
朝
草
を
苅
、
昼
は
田
畑
耕
作
に
か
ヽ
り
、
晩
に
ハ
縄

を
な
い
、
た
わ
ら
を
あ
み
、
何
に
て
も
そ
れ
ど
ヽ
の
仕
事
無
油
断
可
仕
事
」
と

い
う
の
は
、
権
力
的
に
仕
事
即
生
活
と
い
う
勤
労
を
強
い
ら
れ
な
が
ら
、　
一
方
、

農
民
側
に
と

っ
て
も
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
現
実
の
彼
ら
の
生
活
で
あ
り
、
自

然
的
時
間
に
よ

っ
て
営
ま
れ
る
農
業
社
会
の
姿
が
示
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
時
代
を
通
し
て
、
農
民
が
不
定
時
法
に
よ
る
時
刻
を
意
識
し
得
た
の
は

田

支

何
に
よ

っ
て
で
あ
ろ
う
か
。
分
布
状
況
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
寺
院
が
撞
く

鐘
の
音
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
寺
院
の
梵
鐘
は
本
来
的
に
は
仏
事
用
の
鐘

で
あ
る
が
、
明
六
ツ
・
昼
九
ツ
・
暮
六
ツ
の
日
に
三
回
撞
い
て
い
た
の
で
、
地

域
住
民
に
対
し
て
は
時
刻
を
報
知
す
る
時
鐘
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
の
で
あ

ＺＯ
。こ
こ
に
近
世
初
頭
、
農
民
が
川
除
人
足
と
し
て
動
員
さ
れ
る
に
つ
い
て
、
梵

鐘
が
報
知
す
る
時
刻
に
よ

っ
て
可
能
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
史
料
が
あ
る
。

慶
長

一
七
年

（
一
六

一
二
）
八
月

一
五
日
の
幕
府
代
官
の
連
署
証
文
で
、　
コ

、

大
田
輪
村
河
除
、
此
間
引
続
天
気

二
候
間
、
近
日
定
可
為
大
雨
候
、
人
足
毎
日

卯
刻
う
暮
六
ツ
ま
て
無
油
断
普
請
可
被
仰
付
候
事
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

つ

ま
り
川
除
の
労
働
は
梵
鐘
が
報
ず
る
卯
刻
に
始
め
ら
れ
、
暮
六
ツ
に
終
わ

っ
た

と
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
農
民
を
対
象
と
し
て
作
業
時
間
が
明
示
さ
れ
た
珍
し
い

史
料
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
慶
安
の
触
書
か
ら

一
世
紀
余
り
経
た
天
明
四
年

（
一
七
八
四
）

九
月
、
甲
府
代
官
中
井
清
太
夫
が
発
し
た
「村
々
江
被
仰
渡
書
ス
全

一
六
条
）
の

第

一
二
条
に
は
、
農
民
の
心
得
を
示
す

一
つ
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

一
朝
起
丼
農
業

二
出
候
刻
限
之
儀
組
合
可
相
励
候
、
毎
日
半
時
ツ
ヽ
早
ク
出
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候
得

ハ
壱
人

二
而

一
年
之
稼
三
十
日
相
増
、
家
内
五
人
有
之
候
得
は
壱
年

に
百
五
十
日
当
り
候
、
此
日
数

ハ
扶
持
方
雑
用
不
相
掛
候
間
、
多
分
益
候

間
村
中
申
合

（略
）
秋
冬

ハ
暁
七
ツ
半
う
起
候
様
可
致
事

こ
の
触
は
、
天
明
期
の
農
村
状
況
に
対
す
る
危
機
感
が
前
提
と
な

っ
て
、
農

民
の
節
倹
と
勤
勉
に
よ
り
幕
藩
体
制
の
物
質
的
基
礎
の
確
保
の
た
め
に

「
村
柄

立
直
り
」
を
求
め
て
い
る
が
、　
一
日
の
始
業
時
刻
の
繰
り
上
げ
、
作
業
時
間
の

増
加
に
よ

っ
て
農
民
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
勤
勉
を
督
励
し
て
い
る
こ

の
条
は
、　
一
八
世
紀
末
と
い
う
時
期
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
間
に
お
け
る
寺
院
の
梵
鐘
の
普
及
、
あ
る
い
は
農
村
に
お

い
て
は
例
外
的
で
あ
る
が
時
の
鐘
の
設
置
が
、
よ
う
や
く
農
民
の
間
に
時
間
に

対
す
る
関
心
を
喚
起
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
世
社
会
の
農
民
生
活
で
は
時
間
に
よ
る
秩
序
的
行
動
は
ほ
と
ん

ど
必
要
と
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
武
家
社
会
に
お
い
て
、
甲
府
城
の
場
合
、
た
と

え
ば

「
御
城
内
楽
屋
曲
輸
勤
番
所
、
昼
五
人
、
泊
六
人

（内
目
付
壱
人
）
組
頭

壱
人

（略
）
昼
番
は
朝
五
ツ
時
よ
り
夕
七
ツ
時
迄
、
泊
は
同
七
ツ
時
よ
り
翌
朝

五
ツ
時
迄
、
相
詰

へ
き
旨
」
と
、
勤
務
上
の
規
律
と
し
て
時
間
が
要
求
さ
れ
る

の
と
大
き
く
異
な
る
。
柳
曲
輪
に
あ
る
太
鼓
櫓
で
打

つ
太
鼓
が
甲
府
城
内
で
の

独
自
の
時
報

シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
勤
番
士
の
行
動
に
時
間
的
規
律
を
あ
た
え
て

い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
甲
府
城
下
の
都
市
住
民
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。　
一
般
に
城
下
町

に
お
け
る
時
報
シ
ス
テ
ム
と
し
て
は
、
城
内
で
打

つ
太
鼓
、
時
の
鐘
、
寺

の
梵

鐘
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
甲
府
城
内
の
大
鼓
は
、
柳
沢
氏
領
有
中

の
宝
永
五
年

（
一
七
〇
八
）
に
は

一
二
月

一
日
か
ら

「
時
之
太
鼓
」
が
打
た
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
、
城
内
独
自
の
時
報
に
と
ど
ま
ら
ず
、
時
の
鐘
と
同
様

に
住
民
の
時
報
手
段
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
実
施
に
あ
た

っ
て
、
町
奉
行

は
出
火
の
太
鼓
と
間
違
え
な
い
よ
う
に
と
町
触
を
出
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
こ

れ
よ
り
古
く
か
ら
時
の
太
鼓
は
城
下
南
端
の
一
連
寺
で
も
打

っ
て
い
た
。
城
下

町
建
設
の
際
に
町
人
地
の
外
縁
部
に
多
く
配
置
さ
れ
た
寺
院
に
お
け
る
梵
鐘
の

普
及
状
況
は
不
明
で
あ
る
が
、
鐘
が
大
量
に
鋳
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
寛

文
期

（
一
六
六

一
十
七
三
）
か
ら
で
、
元
禄
期

（
一
六
八
八
十
二

七
〇
四
）
に

高
潮
期
を
迎
え
る
が
、
そ
れ
は
鐘
の
素
材
で
あ
る
わ
が
国
の
銅
生
産
の
ピ
ー
ク

期
に
関
連
さ
せ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
社
会
経
済
的
発
展

が
背
景
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
梵
鐘
生
産
の
増
加
が
そ
の
分

布
を
密
に
し
、　
一
日
に
三
回
と
限
定
さ
れ
な
が
ら
も
鐘
声
を
よ
り
身
近
な
も
の

と
す
る
。
し
か
し
、
直
接
に
住
民
の
た
め
の
時
報
の
鐘
と
し
て
、
こ
の
時
代
を

通
し
て
町
人
層
の
時
間
感
覚
の
形
成
に
役
割
を
果
た
し
た
の
は
時
の
鐘
で
あ

っ

た
。
以
下
、
甲
府
城
下
の
時
の
鐘
に
つ
い
て
、
設
置
か
ら
鐘
撞
人
の
務
め
方
、

鐘
の
管
理
と
維
持
、
そ
れ
が
報
知
す
る
時
間
の
性
格
な
ど
を
都
市
生
活
と
の
か

か
わ
り
に
お
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

二

時
の
鐘
と
は
江
戸
時
代
に
時
刻
を
知
ら
せ
る
た
め
に
撞
い
た
梵
鐘
で
あ
る
。

甲
府
城
下
で
は
、
史
料
か
ら
は
寛
文
期
ま
で
遡
り
得
る
時
の
鐘
が
、
い
つ
頃
か

ら
設
置
さ
れ
た
も
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
時
代
を
通
し
て
撞
か
れ
て
い
た

鐘
の
銘
に
、

「
奉
行
竹
川
監
物
丞
秀
腸
寄
進
」
と
刻
し
て
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、

町
奉
行
竹
川
監
物
の
時
に
設
置
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。
甲
府
家
初
政
の
寛
文
初

年
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
場
所
は
横
近
習
町
の
歓
喜
院
で
あ
る
。
歓
喜
院
は

超
勝
山
と
号
す
る
浄
土
宗
寺
院
で
、
そ
の
後
、
宝
暦
年
間
の
記
録
に
は
そ
の
存

在
が
確
認
さ
れ
る
が
、
文
化
年
間
編
纂
の

『
甲
斐
国
志
』
で
は

「
除
地
二
百
七

十
二
坪

（略
）
今
廃
シ
テ
畠
ト
ナ
ル
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
間
に
廃
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寺
と
な
っ
て
い
る
。
同
寺
に
つ
い
て
は
ま
た

「
表
口
壱
軒
、
一異
江
拾
五
間
之
所
、

大
門
明
ケ
奥

二
東
西

へ
拾
七
間
、
北
南
江
拾
五
間
、
寺
地
先
規
う
無
役

二
而
歓

喜
院
罷
有
候
、
時
之
鐘
坊
主
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
歓
喜
院
が
時
の
鐘
を
管
理

し
、
そ
の
撞
役
を
請
け
負

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

歓
喜
院
の
時

の
鐘
が
半
世
紀
ほ
ど
撞
か
れ
て
後
、
柳
沢
氏
の
藩
政
初
期
の
宝

永
五
年
に
鐘
撞
堂
は
愛
宕
町
の
石
取
場

へ
移
転
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
は
城

下
の
東
北
に
位
置
し
横
近
習
町
の
北
に
あ
た
り
、
愛
宕
山
の
西
斜
面
の
裾
に
広

が
る
南
北
通
り
の
町
で
、
坂
上
の
高
台
で
あ
る
。
同
年
九
月
三
日
鐘
撞
堂
の
場

所
引
替
え
に
つ
い
て
上
下
府
中
か
ら
願
書
が
提
出
さ
れ
、
翌

一
〇
月
許
可
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
鐘
撞
堂
の
建
築
に
つ
い
て
入
札
が
行
わ
れ
、
下
連
雀
町
の
半

之
丞
が
小
判
六
両
で
落
札
す
る
。
同
時
に

一
〇
月
二
〇
日
頃
ま
で
に
は
鐘
撞
役

人
三
人
を
決
め
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
鐘
撞
堂
の
普
請
が
出
来
上
が
り
、

時
の
鐘
を
移
転
す
る
に
つ
い
て
歓
喜
院
の
鐘
を
下
ろ
し
た
の
が

一
一
月
五
日
で

あ
る
。
当
日
の
町
触
に
は
、

「
時
之
鐘
之
義
、
今
日
お
ろ
し
、
愛
宕
町

へ
持
は

こ
ひ
申

二
付
、
七
日
迄

ハ
突
不
申
侯
、
八
日
之
朝
う
突
は
し
め
申
候
間
、
兼
而

町
内

へ
も
可
被
相
触
候
」
と
見
え
る
。

横
近
習
町
か
ら
愛
宕
町

へ
の
移
転
は
、
上
下
府
中
の
住
民
の
願
い
出
に
も
と

づ
く
も
の
で
あ

っ
た
が
、
ち
ょ
う
ど

一
七
世
紀
後
半
か
ら

一
人
世
紀
初
頭
の
時

期
に
お
け
る
甲
府
城
下
の
発
展
が
、
鐘
撞
堂
を
町
中
か
ら
東
北
端
の
地
形
的
に

好
条
件
を
も

っ
た
愛
宕
町

へ
移
転
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

『
甲
府

略
志
』
に
、

「
時
鐘
堂
址
、
愛
宕
町
に
あ
り
、
幕
府
時
代
堂
守
を
置
き
、
四
つ

よ
り
九
つ
、
昼
夜
十
二
時
の
時
刻
を
刻
々
鐘
に
よ
り
て
報
ぜ
し
所
な
り
。
市
民

之
に
よ
り
て
時
間
を
知
り
、
衛
士
之
に
よ
り
て
城
戸
を
開
閉
せ
し
と
云
摩
」
と

記
さ
れ
る
よ
う
に
、
時
鐘
は

一
日
に

一
二
回
の
刻
を
打

っ
て
い
た
。
現
代
の
時

刻
か
ら
い
え
ば
二
時
間
間
隔
の
時
報
で
あ
る
。
し
か
し
勤
番
士
の
勤
務
は
こ
の

鐘
で
は
な
く
、
城
内
の
太
鼓
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

さ
て
、
先
の
鐘
撞
役
人
に
つ
い
て
は
、
安
兵
衛
を
頭
に
外
二
名
が
決
め
ら
れ

た
が
、
そ
の
務
め
方
に
つ
い
て
愛
宕
町
か
ら
町
年
寄

へ
出
さ
れ
た
証
文
は
次
の

よ
う
で
あ

っ
た
。

差
出
シ
申

一
札
之
事

一
此
安
兵
衛
と
申
者
、
時
之
鐘
突
役
人
之
儀
、
前
度
証
文
指
上
ケ
申
候
通
、

三
人
相
定
召
抱
申
候
内
壱
人
、
右
二
人
之
頭
と
し
て
安
兵
衛
諸
事
之
指
図

為
仕
、
指
支
小
申
候
様

二
相
勤
さ
せ
可
申
候
、
勿
論
時

の
鐘
突
様
昼
夜
致

形
定
香
を
以
刻
限
割
仕
、
随
分
念
入
寸
分
無
相
違
為
相
勤
可
申
候
、
為
後

薄

弘化 2年 甲府絵図に描かれた時の鐘
(山梨県立図書館蔵 甲州支庫)
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日

一
札
差
出
シ
申
所
、
”
而
如
件

宇
永
五
子
年
十
月
　

　

宕
を

ざ

丘
（

衛

下
　
不
　
残

町
御
年
寄
衆
中
　
　
　
　
　
上
　
不
　
残

こ
こ
に

「
定
香
」
と
あ
る
の
は
常
香
盤
の
こ
と
で
、
香
を
絶
や
さ
ず
に
焚
く

よ
う
に
仕
掛
け
て
あ
る
方
形
の
台
で
あ
る
。
時
の
鐘
が
報
じ
る
時
刻
は
な
ん
ら

か
の
客
観
的
な
時
刻
を
根
拠
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
計
時
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
た
の
が
多
く
は
常
香
盤
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

鐘
鐘
人
は
そ
の
後
、
安
兵
衛
か
ら
伊
右
衛
門
―
吉
右
衛
関
―
伊
右
衛
門
と
代
々

務
め
て
き
た
が
、
伊
右
衛
門
に

「
勤
方
不
束
之
儀
」
が
あ

っ
た
た
め
、
こ
れ
に

代
わ

っ
た
民
右
衛
門
が
務
め
方
に
つ
い
て
、
文
化

一
〇
年
全

八

一
三
）上
下
府

中
の
名
主
に
宛
て
て
差
出
し
た
遵
守
す
べ
き
五
か
条
か
ら
成
る
箇
条
書
が
あ
る
。

ケ
条
書

一
時
鐘
之
儀
、
常
香
を
盛
、
昼
夜
刻
限
遅
速
無
之
様
撞
可
申
事

一
御
府
内
出
火
有
之
候
節
は
、
早
速
早
鐘
撞
出
し
、
御
府
内
中
江
無
洩
行
届

候
様
撞
可
申
事

但
、
近
村
出
火
有
之
候
節
は
、
早
鐘
弐
ツ
宛
打
切
可
申
事

一
鐘
撞
人
之
義
、
三
人

二
而
昼
夜
急
度
相
勤
可
申
事

一
居
小
屋
之
儀
、
破
損
等
有
之
候
節
は
、
上
下
府
中
御
年
番
御
名
主
中
江
御

届
可
申
上
事

一
請
人
之
内
勝
手

二
付
転
宅
仕
候

ハ
ヽ
御
届
可
申
上
候
、
若
死
去
仕
候

ハ
ゝ

早
速
立
替
可
申
事

右
五
ケ
条
之
通
急
度
相
心
得
、
少
茂
無
相
違
相
守
可
申
候
、
右
之
外
鐘
撞

之
義

二
付
被
仰
聞
候
趣
、
毛
頭
違
背
仕
間
敷
候
、
初
如
件

文
化
十
年
癸
酉
二
月
　
　
負
辞
【
右

衛

門
　
⑩

上
連
雀
町
請
人
栄

　

　

蔵

⑪

同町　
同ぎ
郎
左
衛
門
⑩

下
上
府
中
御
名
主
中

こ
の
時
代
を
通
し
て
、
三
人
の
鐘
撞
人
が
詰
め
て
時
報
の
役
を
果
た
し
て
い

た
が
、
ま
た
、
時
鐘
は
府
内
あ
る
い
は
近
村
の
火
災
を
、
鐘
の
撞
き
方
に
よ

っ

て
報
知
す
る
役
目
を
も
担

っ
て
い
た
。　
型
異
見
寒
話
』
は
、
こ
れ
を

「
火
災
其

外
変
事
あ
れ
ば
、
早
鐘
を
撞
て
府
中

へ
知
ら
す
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

三

時

の
鐘
の
管
理

・
維
持
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
城
下

町
で
は

一
般
に
管
理
費

・
維
持
費
が
多
く
は
藩
か
ら
出
て
い
た
の
で
、
武
士
階

級
主
導
の
鐘
で
あ
り
時
間
と
い
う
性
格
を
持

っ
て
い
た
が
、
江
戸
や
大
坂
の
よ

う
な
町
人

・
市
民
階
級
の
成
長
が
見
ら
れ
た
所
で
は
、
市
民
が
管
理
し
た
市
民

の
鐘

へ
と
発
展
し
た
と
い
う
。

甲
府
で
は
前
述
の
よ
う
に
、
町
奉
行
竹
川
監
物
の
寄
進
に
よ

っ
て
歓
喜
廃
に

設
置
さ
れ
た
時
の
鐘
を
撞
く
の
は
歓
喜
鹿
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
管
理

・
維
持
に

要
す
る
経
費
は
城
下
各
町
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
。
撞
き
賃
と
し
て
半
年
分

ず

つ
歓
喜
院
に
前
払
い
さ
れ
る
の
が
例
で
あ

っ
た
が
、
元
禄
期
に
か
け
て
と
き

に
未
払
い
の
町
が
あ

っ
て
督
促
を
受
け
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
元
禄
七
年

（
一
六

九
四
）
九
月
に
は
納
入
が
滞

っ
て
い
た
た
め
、
歓
喜
院
か
ら
催
促
を
受
け
た
の

は

一
五
町
に
及
ん
だ
が
、
翌
八
年
に
は
次
の
よ
う
に
入
町
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
。

時
の
鐘
の
報
知
に
よ
る
時
間
の
効
用
が
ま
だ
住
民
の
日
常
生
活
に
定
着
し
得
な

い
段
階
と
し
て
見
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

覚

一
六
匁
五
分
六
リ
ン
　
　
　
　
　
　
金
　
手
　
町
　
・⑩
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是
去
極
月
当
七
月
分
両
度
分
之
由

拾
四
匁
五
分
九
リ
ン
　
　
　
　
　
上

一
条

町

九
匁
六
分
九
リ
ン
　
　
　
　
　
　
和

田

平

町

拾
匁
九
分
五
リ
ン
　
　
　
　
　
　
西

一
条

町

壱
匁
式
分
五
リ
ン
　
　
　
　
　
　
古

紺

屋

町

四
匁
三
分
七
リ
ン
　
　
　
　
　
　
久
　
保
　
町

四
匁
六
分
九
リ
ン
　
　
　
　
　
　
相
　
川
　
町

式
匁
五
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古

穴

山

町

是

ハ
去
極
月
分
当
七
月
分
両
度
分
之
由

右
之
通
、
歓
喜
院
御
訴
訟
被
申
上
侯

二
付
、
早
々
相
済
申
候
様

二
と
被
仰

渡
候
間
被
得
其
意
、　
一
両
日
中
御
済
可
有
侯
、
滞
り
候

ハ
ヽ
各
々
御
無
念

二
可
罷
成
候
間
、
早
々
埓
明
キ
候
様
可
被
成
候
、
此
書
付

二
印
判
被
致
、

末
よ
り
与

一
左
衛
門
宅

へ
御
返
し
可
有
候
、
以
上

亥
十

一
月
十
四
日
　
　
　
古
　
谷
　
仁
兵
衛

坂
田
与

一
左
衛
門
　
⑩

右
之
町
名
主
衆
中

こ
の
間
、
元
禄
三
年
に
は
時
の
鐘
撞
堂
の
修
復
と
葺
替
え
が
入
札
に
よ
っ
て

行
わ
れ
て
い
る
が
、
経
費
は
町
の
負
担
で
あ
る
。
次
い
で
宝
永
五
年
歓
喜
院
か

ら
愛
宕
町
へ
の
移
転
に
よ
る
鐘
撞
堂
の
普
請
も
既
述
の
よ
う
に
小
判
六
両
で
落

札
す
る
が
、
前
金
と
し
て
入
町
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
享
保
元

年
盆

七

一
六
と

○
月
に
は
移
転
し
て
以
来
初
め
て
の
修
復
で
あ
っ
た
だ
ろ
う

が
、
そ
れ
に
要
す
る
小
判
七
両

一
分
銀

一
二
匁
が
各
町
に
割
り
、
そ
の
寄
金
を

も
っ
て
支
払
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
管
理
費
は
城
下
各
町
の
負
担
す
る
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
。
ま
た
鐘
撞
人
に
対
し
て
は
、
歓
喜
院
時
代
と
同
様
に
鐘
撞
料
が
惣

町
か
ら
年
二
度
に
分
け
、
前
金
と
し
て
支
払
わ
れ
て
い
た
。

時
代
が
下

っ
て
文
化

一
五
年

（文
政
元
年

。
一
人

一
八
）
に
は
、
二
月
か
ら

四
月
に
か
け
て
時
の
鐘

の
鋳
替
と
鐘
楼
の
建
替
が
行
わ
れ
て
い
る
。
鐘
楼
が
そ

れ
ま
で
仮
建
で
あ

っ
た
と
い
う
の
は
、
文
化
三
年

一
二
月
に
鐘
撞
人
伊
右
衛
門

方
か
ら
の
出
火
で
、
鐘
楼
と
居
小
屋
な
ど
を
類
焼
さ
せ
て
以
来
応
急
の
建
物
で

あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
三
月
三
日
時

の
鐘
を
鐘
楼
か
ら
下
ろ
し
て
い
る
。
鋳
物
師

は
新
青
沼
町
の
十
左
衛
門
と
源
蔵
で
あ
る
。
同
月
六
日
明
六
ツ
時
か
ら
鐘
の
鋳

立
に
つ
き
、
鋳
物
師
宅

へ
出
役
と
し
て
同
心
二
名
と
町
年
寄
が
立
合
い
、
四
ツ

時
頃
成
就
し
た
と
い
う
。
四
月
五
日
に
は
九
ツ
時
か
ら
鐘
楼
の
棟
上
が
行
わ
れ
、

「
八
ツ
時
よ
り
時
初

メ
侯
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

四

時
の
鐘
が
設
置
さ
れ
て
、　
一
日
に

一
二
回
時
刻
が
報
知
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ

て
も
、
初
期
に
お
い
て
は
直
ち
に
時
間
感
覚
が
住
民
の
間
に
普
及
す
る
と
い
う

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
寛
文
五
年
以
降
の

「
甲
府
上
下
府
中
町
触
」
な
ど
管
見

の
史
料
に
よ
る
と
、
そ
の
内
容
か
ら
当
然
時
刻
の
記
載
が
あ
る
べ
き
、
役
所

へ

の
入
札
の
持
参
や
人
足
の
調
達
に
そ
れ
が
明
示
さ
れ
ず
に
、
日
付
に
続
い
て
単

に

「
早
朝
」
と
か

「
早
天
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

「
五
ツ
以
前

二
」
と
時
刻
の
限
定
も
併
用
さ
れ
は
す
る
が
、

「
早
朝
」

「
早
天
」
は
当
時
住
民
の
間
に
古
く
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た

一
定
の

自
然
的
時
間
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
寛
文
八
年
の
次
の
よ
う
な
町
触
に
な
る
と
、
時
刻
が
明
示
さ
れ

て
、
そ
れ
が
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

□
□
之
儀
、
前
度
被

「　
］
其
町
往
還
之

［　
］
過

二
木
戸
を
回
□
め
、

（酬
ガ
よ
り
こ
く
り
を
打
、
其
後
通
り
候
者
を
は
九
ツ
迄

ハ
何
方

へ
通
り
候

哉
と
承
届
ケ
通
シ
可
申
候
、
九
ツ
う
通
り
候
者
之
儀

ハ
、
何
方

へ
罷
通
り

⑩ ⑪ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩
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申
候
哉
と
聞
と
ゝ
け
番
次
に
お
く
り
、
末
之
お
ち
つ
き
処
迄
お
く
り
と
ヽ

け
申
候
様

二
と
御
申
付
可
有
候

（略
）

一
般
に
城
下
町
で
は
治
安

・
警
察
の
目
的
で
、
市
中
の
表
通
り
の
町
々
の
境

に
木
戸
を
設
け
て
木
戸
番
を
置
い
た
。
夜
間
は
燈
火
の
設
備
も
な
い
町
は
暗
黒

と
な
る
の
で
、
取
締
り
を
き
び
し
く
す
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
甲
府
城

下
で
は
木
戸
を
閉
め
る
の
が
暮
六
ツ
、
そ
の
後
は
潜
戸
を
通
す
こ
と
に
な
る
が
、

こ
れ
も
四
ツ
に
な
る
と
開
ざ
す
。
以
後
の
通
行
人
に
つ
い
て
は
九
為
す
で
は
目

的
地
を
聞
い
て
通
し
、
さ
ら
に
九
ツ
以
後
の
者
は
番
次
の
方
法
で
送
り
届
け
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
町
奉
行
か
ら
出
さ
れ
た
触
で
、
城
下
町
と
し
て
と
く
に
治

安
保
持
の
た
め
に
時
間
に
よ
る
秩
序
性
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
都
市
住
民
の
場

合
は
農
村
と
違

っ
て
生
活
時
間
の
上
で
規
制
さ
れ
る
面
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
記
さ
れ
る
時
刻
を
木
戸
番
の
ほ
か
住
民
は
何
に
よ

っ
て
知
り
得
た
か
は

自
明
で
あ
ろ
う
。

天
和
二
年

（
一
六
八
二
）
七
月

一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
当
日
の
五
ツ
に
各
町

の
長
人
衆
が
町
奉
行
所

へ
集
合
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
が
、
前
日
出
さ
れ
て

い
た
廻
状
の
廻
り
が
遅
延
し
て
四
ツ
時
分
ま
で
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
た
め
に
、

町
奉
行
か
ら
詮
議
す
る
よ
う
に
と
の
達
が
あ

っ
た
。
そ
こ
で
各
町
に
対
し
て
、

先
の
廻
状
を
何
町
か
ら
何
時
に
受
取
り
、
何
町

へ
何
時
に
渡
し
た
か
を
書
付
け

よ
と
の
廻
状
に
、
各
町
の
長
人
が
記
し
た
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

八
　
日
　
町
⑩
十
九
日
昼
八
ツ
之
下呼
企

二
柳
町
相
渡
し
候

柳
　
　
　
町
⑩
十
九
日
未
之
下
刻

二
立
近
習
町
相
渡
し
申
候

い
　
せ
　
町
⑩
十
九
日
申
之
上
刻

二
立
近
習
町
う
請
取
、
早
速
横
近
習
町

相
渡
し
申
候

〓
一　
日
　
町
⑩
十
九
日
之
御
廻
状
う
を
町
う
申
ノ
下
刻

二
請
取
、
即
穴
山

町

二
渡
申
候

町
⑪
十
九
日
横
近
習
町
う
請
取
、
即
刻
三
日
町

へ
相
渡
シ
申
侯

近

習

町
⑩
十
九
日
未
ノ
下
刻

二
柳
町
う
う
け
取
、
即
伊
勢
町

へ
相
渡

し
申
候

近

習

町
⑩
同
日
廻
状
酉
ノ
上
刻

二
請
取
、
則
魚
町

へ
相
渡
し
申
候

山
　
町
⑩
十
九
日
之
御
廻
状
三
日
町
う
申
ノ
下
刻

二
請
取
、
さ
そ
く

下
連
ち
ゃ
く
町

へ
渡
申
候

城 和 西 片 川

屋早冥場尻
町 町 町 町 町

以
上 工 か 下
_    印
条 ちt
町 町 町
V

下 金 桶

条
手 屋

町 町 町

穴 横  立 魚（Ｈ蜘
取嘲∞呻旋脚屋二嗚へ取Ｐ陛吋申一四二仕、

廻
状
の
遅
延
が
原
因
と
な

っ
て
、
町
奉
行
所

へ
の
集
合
時
刻
に
遅
参
し
た
長

人
衆
が
あ

っ
た
た
め
に
、
各
町
に
対
し
て
廻
状
の
受
け
渡
し
時
刻
を
質
し
た
の

は
、
町
奉
行

（支
配
）
と
町
役
人

（被
支
配
）
と
い
う
関
係
に
お
い
て
理
解
さ

れ
る
が
、
先
の
夜
間
の
木
戸
に
関
す
る
規
定
と
と
も
に
、
支
配
者
の
行
政
遂
行

上
、
時
間
の
把
握
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
現
在
記
録
と
し
て
残
り
、
ま

た
小
論
で
引
用
す
る
こ
の
種
の
史
料
の
性
格
か
ら
当
然
と
い
え
よ
う
が
、
支
配

権
力
に
よ
る
時
間
の
管
理
的
性
格
は
お
お
う
べ
く
も
な
い
。
惣
町
に
よ

っ
て
管

理

・
維
持
さ
れ
て
い
る
住
民
の
鐘
も
、
そ
れ
が
報
知
す
る
時
刻
を
通
し
て
、
支

配
者
の
住
民
統
制
に
果
た
し
た
役
割
は
否
め
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
時
間
は
住
民
の
生
活
に
直
接
か
か
わ
る
利
害
関
係
の
調
整
手
段
と

し
て
の
機
能
を
示
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
村
共
同
体
と
都
市
共
同
体
の
利
害
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対
立
に
端
を
発
し
て
い
る
が
、　
一
つ
の
堰
筋
に
あ
る
村
の
田
方
用
水
と
城
下
の

町
方
用
水
の
利
用
を
め
ぐ
る
争
論
の
妥
結
策
と
し
て
で
あ
る
。

近
世
甲
府
城
下
の
主
要
な
用
水
は
、
西
方
の
上
飯
田
村
か
ら
荒
川
の
水
を
取

り
入
れ
た
陣
場
堰
が
相
川
に
合
流
し
、
相
川
の
取
入
日
か
ら
西
青
沼
村
を
経
て

市
中

へ
入
る
堰
筋
で
、
田
町
で
水
路
は
山
田
町
堰
と
八
日
町
堰
の
二
筋
に
分
か

れ
て
郭
内

（
武
家
地
）
を
通
り
、
山
田
町
御
門
外
と
八
日
町
御
門
外
か
ら
町
方

の
用
水
と
な

っ
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
こ
の
用
水
は
、
上
流
は
上
飯
田

・
西
青

沼
両
村
の
灌
漑
用
水
で
あ
り
、
城
下
に
入

っ
て
飲
用
水
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

渇
水
期
の
争
論
は
避
け
ら
れ
な
か

っ
た
。
元
禄
六
年
五
月
、
日
照
り
が
続
い
て

水
不
足
か
ら
問
題
が
起
こ
っ
た
。
水
田
農
業
を
生
産
基
盤
と
す
る
両
村
か
ら
見

れ
ば
、
町
方
で
多
く
用
水
を
引
き
入
れ
る
た
め
水
不
足
と
な
り
、
田
方
の
植
え

付
け
に
迷
惑
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

「
田
地
仕
付
」
の
期

間
中
は
、
町
の
用
水
は

「
明
六
ツ
時
よ
り
四
ツ
時
迄
、
昼
八
ツ
時
よ
り
暮
六
ツ

時
迄
、
四
時
の
間
」
通
水
す
る
と
い
う
こ
と
で
落
着
し
て
い
る
。
村
方
と
の
折

衝
に
あ
た

っ
て
い
た
町
年
寄

（坂
田
与

一
左
衛
門
）
か
ら
各
町
に
、
右
の

「
四

時
の
間
、
用
水
参
候
筈
」
の
町
触
が
出
さ
れ
た
の
は
五
月
二
〇
日
で
あ
る
。
史

料
に
依
る
か
ぎ
り
、
こ
の
用
水
を
め
ぐ
る
町
方
と
村
方
の
時
間
に
よ
る
分
水
方

法
は
こ
れ
が
初
見
で
あ
る
。
そ
の
後
、
渇
水
期
の
解
決
策
と
し
て
こ
れ
が
慣
例

と
な

っ
て
、
後
年
の
史
料
で
は

「
四
時
八
時
」

（
四
時
は
町
方
引
取
、
八
時
は

村
方
引
取
の
意
）
と
か
、

「
時
水
」
の
語
で
見
え
る
。
時
間
に
よ
る
調
整
に
妥

結
点
を
見
出
し
た
共
同
体
間
の
取
り
決
め
は
、
共
同
体
的
時
間
と
し
て
城
下
の

住
民
の
用
水
利
用
を
支
配
す
る
。
こ
う
し
て
住
民
の
生
活
に
深
く
か
か
わ
る
用

水
の
利
用
は
時
間
の
問
題
で
あ

っ
た
。
住
民
は
通
水
時
間
―
時
の
鐘
に
敏
感
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
個
人
と
し
て
時
間
的
感
覚
が
磨
か
れ
て
い
く
で

あ
ろ
う
。

近
世
社
会
に
お
い
て
は
、
と
く
に
都
市
の
場
合
は
前
述
の
木
戸
の
よ
う
に
治

安

・
警
察
的
目
的
か
ら
生
活
を
規
制
す
る
上
で
、
時
間
に
よ
る
秩
序
的
生
活
が

強
い
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
が
保
持
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
湯
屋
の
場
合
、
火
災

予
防
と
風
紀
上
の
取
締
り
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
に
関

連
す
る
の
が
営
業
時
間
で
あ

っ
た
。
享
録
四
年

（
一
七

一
九
）
九
月
に
湯
屋
の

開
業
を
願
い
出
て
許
さ
れ
た
元
府
中
立
町
の
利
右
衛
門
は
、
そ
の
証
文
に

「
昼

四
時
う
焚
初
、
夜
五
時

ニ
ハ
急
度
相
仕
廻
可
申
候
」
と
営
業
時
間
を
規
制
し
て

い
る
。
寛
政
六
年

（
一
七
九
四
）

一
二
月
に
町
中
の
湯
屋
か
ら
勤
番
支
配
役
所

へ
出
さ
れ
た
伺
を
見
る
と
、
当
時
正
月
中
は
朝
湯
が
営
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
男

女
の
別
に
よ
る
入
浴
の
時
間
も
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
許
さ
れ
て
い
た
。
朝

四
ツ
時
か
ら
昼
九
ツ
時
ま
で
女
湯
、
九
ツ
時
か
ら
暮
六
ツ
時
ま
で
男
湯
、
暮
六

ツ
時
か
ら
は
ま
た
女
湯
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
山
田
町
の
湯
屋
は
常
に
朝
湯

を
営
ん
で
い
た
の
で
、
年
を
通
し
て
朝
四
ツ
時
か
ら
昼
九
ツ
時
ま
で
女
湯
、
九

ツ
時
か
ら
夜
五
ツ
時
ま
で
男
湯
、
五
ツ
時
以
後
は
ま
た
女
湯
と
し
て
入
湯
さ
せ

て
い
た
。
湯
屋
は
営
業
時
間
を
明
示
し
て
役
所
の
許
可
を
得
て
い
た
が
、
入
湯

す
る
人
々
は
時
刻

へ
の
関
心
を
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

管
見
の
史
料
的
性
格
に
よ
る
が
、
近
世
史
料
で
表
示
さ
れ
る
時
間
の
ほ
と
ん

ど
は
行
政
サ
イ
ド
の
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
都
市
住
民
の
生
活
に
直
接
か
か

わ
る
制
約
と
し
て
の
時
間
が
、
彼
ら
に
時
間
意
識
を
培

っ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち

が
い
な
か
ろ
う
。
当
時
書
か
れ
た
個
人
の
私
的
な
日
記
に
も
時
間
の
記
載
が
見

ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
日
記
に
固
有
な
記
録
性
に
あ
る
と
し
て
も
―
記
録
者
の
階

層
性
に
限
定
が
あ
る
が
―
事
象
を
記
載
す
る
上
で
時
間
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

古
く
は
貞
享
元
年

（
一
六
八
四
）
と
推
定
さ
れ
る
町
年
寄
坂
田
家
の
記
録
で
、

「
酒
造
用
之
覚
」
に
以
下
の
よ
う
な
部
分
が
見
ら
れ
る
。
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壱
斗
五
升
本
也

一
本
弐
本
致
、
十
月
十
四
日
晩
致
、
同
十
五
日
朝
か
う
じ
合
申
候
而
、
十
二

日
日
、
十

一
月
十
六
日
晩

二
本
つ
は
め
、
十
七
日
之
朝
う
た
き
さ
し
、
九

本
め
十

一
日
之
昼
八
ツ
時
分

二
た
き
ぬ
き
申
候

ヘ
ハ
、
十
二
日
昼
八
ツ
時

分

二
ふ
ち
き
リ

ニ
わ
き
上
り
、
十
二
日
之
夜
五
ツ
時
分

二
む
し
ろ
上

へ
壱

尺
程
わ
き
上
り
申
候
而
、
十
三
日
之
明
六
ツ
時
分
う
引
あ
わ

二
成
、
十
三

曰
く
れ
六
ツ
時
分

二
皆
あ
わ
引
申
候
、
但
か
ん

ハ
十
日
う
入
申
候
酒
上
也

酒
造
の
当
時
の
技
術
的
な
過
程
を
示
し
て
難
解
で
あ
る
が
、
困
難
な
醸
造
技

術
の
維
持

・
改
良
上
か
ら
―
失
敗
は
家
産
に
打
撃
を
あ
た
え
か
ね
な
い
当
時
の

技
術
段
階
か
ら
―
そ
の
経
験
的
時
間
に
目
を
配
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ

の
記
録
は
異
例
と
も
い
え
よ
う
。
甲
府
の
屈
指
の
町
人
で
地
主
で
も
あ
り
、
町

年
寄
で
あ

っ
た
同
家
が
何
ら
か
の
和
時
計
を
所
持
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
時

の
鐘
に
依

っ
た
も
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
時
間
が
造
酒
と
い
う

特
定
の
業
に
か
か
わ

っ
た
者
に
、
そ
の
意
識
を
強
め
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に

注
目
し
て
お
き
た
い
。

五

甲
府
の
時
の
鐘
に
関
す
る
記
録
は
わ
ず
か
で
あ
る
。
時
の
鐘
は
鐘
撞
人
の
交

代
の
際
の
証
文
か
、
鐘
楼
の
修
繕
な
ど
の
ほ
か
は
、
町
方
と
し
て
は
撞
料
が
正

常
に
納
め
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
文
書
と
し
て
残
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
か

っ
た
の

で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
管
見
の
史
料
の
若
干
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
文
書
に

時
間
の
記
載
が
あ

っ
て
も
、
そ
れ
を
何
に
よ
っ
て
知
り
得
た
か
は
作
成
者
に
と

っ

て
問
題
外
で
あ
る
。
天
保
九
年

（
一
八
三
八
）
六
月
、
甲
斐
に
旅
し
た

『
津
久

井
日
記
』
の
著
者
が
甲
府
の
能
定
寺
に
宿
し
て

（
七
月
十
六
日
）
、

立
０
獲
し

ら
す
る
鐘

の
音
に
耳
お
と
ろ
か
し
、
い
さ
や
と

つ
れ
て
楼
を
下
り
、
か
し
戸
に

入
て
月
の
夢
見
ん
と
そ
お
も
ひ
ぬ
」
と
記
す
の
は
、
そ
れ
が
紀
行
だ
か
ら
で
あ

Ｚ
υ
。お

よ
そ

一
七
世
紀
中
頃
、
甲
府
家
初
政
期
に
創
設
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
時

の
鐘
を
三
世
紀
後
、
嘉
永
三
年

（
一
八
五
〇
）
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
も
の
も

あ
る
。

「時
の
鐘
、
明
六
鳥
の
声
と
大
抵
ひ
と
し
、
や
ヽ
も
す
れ
ば
後
る
、
六

に
准
し
其
余
の
時
も
大
に
遅
し
、
只
暮
六
は
入
相
頃
未
あ
か
る
き
内
ひ
ヽ
く
、

愛
宕
町
に
鐘
つ
き
堂
あ
り
、
太
鼓
は

一
蓮
寺
に
て
う
つ
」
。
徽
典
館
に
奉
職
の

た
め
追
手
御
門
前
の
官
舎
に
住
し
た

『
甲
斐
の
手
振
』
の
著
者
が
、
江
戸
で
聞

く
時
の
鐘
と
の
比
較
で
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

周
知
の
よ
う
に
太
陽
暦
の
採
用
は
明
治
五
年

一
二
月
二
日
を
も

っ
て
明
治
六

年

一
月

一
日
と
定
め
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
時
刻
も
こ
れ
ま
で

「
昼
夜
長
短

ニ

随
ヒ
十
二
時

二
相
分
チ
候
処
、
今
後
改
テ
時
辰
儀
時
刻
昼
夜
平
分
二
十
四
時

ニ

定
メ
、
子
刻
ヨ
リ
午
刻
迄
フ
十
二
時

二
分
チ
午
前
幾
時
卜
称
シ
、
午
刻
ヨ
リ
子

刻
迄
ヲ
十
二
時

二
分
テ
年
後
幾
時
卜
称
侯
事
」
と
な
る
が
、
時
の
鐘
も
こ
の
日

か
ら
右
の
時
刻
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

明
治
六
年

一
月
、

『
峡
中
新
聞
』
第
六
号
に
掲
載
さ
れ
た
広
告
に
次
の
よ
う

な
も
の
が
見
え
る
。
広
告
主
の
藤
屋
伝
右
衛
門
は
甲
府
八
日
町

一
丁
目
の
書
肇

で
、
実
は
こ
の
峡
中
新
聞
の
発
行
者
内
藤
伝
右
衛
門
で
あ
る
。

今
般
自
宅
中

二
看
覧
府
ヲ
設
ケ
、
方
今
必
読
ノ
日
誌
新
聞
紙
及
皇
洋
漢
ノ

書
籍
類
、
命

二
任
セ
差
出
シ
申
候
、
見
料
規
則
左
ノ
通
リ

一　

管
飾
就
職
や
力
　
　
一
時
間
半
銭
　
　
附
後
一杯哨
や
翔
　
　
一
時
間
八
厘

一
宅
外
貸
出
ノ
分

ハ
五
日
限
り
、
定
価
十
分
ノ
ニ
フ
可
申
受
候

新
聞
会
社
本
局

藤
屋
伝
右
衛
門

明
治
六
年

一
月
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新
聞
や
書
籍
類
の
関
覧
利
用
の
料
金
が

一
時
間
と
い
う
単
位
時
間
で
定
め
ら

れ
た
こ
と
は
、
時
間
が
貨
幣
化
す
る
こ
と
で
利
潤
を
生
み
出
す
こ
と
、
こ
う
し

た
近
代
的
合
理
性
は
も
ち
ろ
ん
近
世
社
会
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
時
間
感
覚
は

漸
次
シ
ャ
ー
プ
に
な
り
、
新
し
い
時
間
文
化
の
到
来
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

っ

た
。

注
（
１
）

荻
野
三
七
彦

・
斎
藤
俊
六
共
編

『
新
編
甲
州
古
文
書
』
角
川
書
店
、

第
二
巻

一
六
六
九
号
。
本
文
書
は

「
子
八
月
十
五
日
」
付
で
あ
る
が
慶

長

一
七
年
で
あ
ろ
う
。

（
２
）

山
梨
県
立
図
書
館
蔵

・
有
泉
家
文
書

（
３
）

「
裏
見
寒
話
」

『
甲
斐
叢
書
』
第
六
巻
二
二
頁

（
４
）

同
右
、
二
四
頁

（
５
）

角
山
栄

『
時
計
の
社
会
史
』
中
公
新
書

一
九
八
四
年
、
七
四
頁
以
下

（
６
）

宝
永
五
年

「
御
用
留
帳
」

（甲
府
市
大
木
家
文
書
）

（
７
）

同
右

（
８
）

角
山
栄
前
掲
書
六
八
頁
以
下

（
９
）

竹
川
義
徳

「
町
奉
行
竹
川
監
物
」

『
郷
土
研
究
』
第
九
号
、　
一
九
四

九
年
。
な
お
正
録
四
年
五
月
淑
安
寺
の
鐘

の
銘
に

「
願
主
竹
川
監
物
丞

秀
勝
」
と
あ
る
と
い
う

（
『
甲
斐
国
志
』
巻
之
百

ｏ
人
物
部
第
九
）
。

（
１０
）

「
裏
見
寒
話
」
前
掲
八
二
頁
。

「
甲
府
宝
暦
年
中
古
記
録
」

（山
梨

県
立
図
書
館
蔵

・
若
尾
資
料
）

「
甲
府
惣
町
附
」

（若
尾
資
料
）

前
掲
宝
永
五
年

「
御
用
留
帳
」

甲
府
市
役
所
編

『
甲
府
略
志
』

一
九

一
八
年
、
三
四
三
頁

（
・４
）

「
時
鐘
撞
手
形
綴
」

（山
梨
県
立
図
書
館
蔵

・
甲
州
文
庫
）

（
・５
）

山
梨
県
立
図
書
館
蔵

・
頼
生
文
庫

（
・６
）

「
裏
見
寒
話
」
前
掲

一
一
三
頁

（
・７
）

角
山
栄
前
掲
書
七
八
頁

（
・８
）

元
禄
七
年

「
甲
府
上
下
府
中
町
触
」

（甲
州
文
庫
）

（
・９
）

元
禄
八
年

「
甲
府
上
下
府
中
町
触
」

（甲
州
文
庫
）

（
２０
）

元
禄
三
年

「
御
用
留
」

（坂
田
家
文
書
）

（
２．
）

享
保
元
年

「
御
用
留
」

（頼
生
文
庫
）

（
２２
）

文
化
三
年

「
御
用
日
記
」

（坂
国
家
文
書
）

（
２３
）

文
政
元
年

「
御
用
日
記
」

（同
右
）

（
２４
）

寛
文
八
年

「
甲
府
上
下
府
中
触
書
」

（甲
州
文
庫
）

（
２５
）

天
和
二
年

「
甲
府
上
下
府
中
町
触
」

（同
右
）

（
２６
）

「
坂
田
日
記
抄
」

『
甲
斐
叢
書
』
第

一
巻

一
八
九
頁

（
２７
）

露
木
寛

『
江
戸
時
代
の
甲
府
上
水
』
地
方
書
院

一
九
六
六
年
、
六
五

一
頁
以
下

（
２８
）

享
保
四
年

「
御
用
留
」

（頼
生
文
庫
）

（
２９
）

寛
政
六
年

「
御
用
日
記
」

（坂
国
家
文
書
）

（
３０
）

こ
の
史
料
は
坂
田
与

一
左
衛
門
の

「
田
畑
水
帳
写
」

（甲
州
文
庫
）

で
延
宝
七
年
と
表
書
さ
れ
て
い
る
が
、

「
子
年
」
と
し
て
記
載
す
る
こ

の
部
分
は
前
後
の
記
録
か
ら
見
て
貞
享
元
年
で
あ
ろ
う
。

（
３．
）

『
甲
斐
志
料
集
成
』
第

一
巻
四
八
六
頁

（
３２
）

同
右
、
第

一
二
巻
九
八
頁

（
３３
）

甲
州
文
庫

（市
史
編
さ
ん
委
員
）
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